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臨床研修制度と認定（専門）医制度との関連＊1

岩　崎 榮＊2

1．臨床研彦制度と認定（専門）医制度との関連

　　日本における卒後臨床研修や専門医・認定医

の研修を含む生涯研修は，制度的には，戦後の

1948年に実施修練制度（インターン制度）の導入

が医療法第17条に規定されたことで鳴矢とする．

1968年医師法の改正により実施修練制度が廃止

されたことにより，それに代る臨床研修制度が新

たに発足したことになる．

　この改正は，いわゆるインターン制度における

実施修練生の身分・処遇が不安定であることなど

の問題が提起され，種々の討議の結果行われたと

されているが，この改正により，医学部卒業後，

ただちに医師国家試験の受験資格が与えられ，医

師免許取得後2年以上の臨床研修を受けることが

努力規定として法制化されたものである．

　この制度化における臨床研修ではプライマリ・

ケアを研修することを研修目標として，これまで

いわゆるローテート研修方式や総合診療方式，ス

ーパーローテート方式などが提唱され，今日まで

に至っている．

　しかし，近年免許を取得した医師の大多数が次

第に専門医指向となり，基本的臨床能力を身にっ

けること，つまりプライマリ・ケアの研修を十分

に身につけることなく，専門医コースへ直接進む

傾向となってきている．

　このことは現行の臨床研修制度の不備への批判

から出たというよりも，医学・医療技術の進歩に

伴う医学専門領域の細分化の傾向による影響が強
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く，ことに各医学会における学会認定医（専門医）

制度の普及発展と深く関わりをもっていると考え

られる．

　医学部（医科大学）卒業直後の免許取得後の医

師の約8割が医学部（医科大学）の附属病院にお

いて臨床研修をしている現状であり，しかもその

附属病院での臨床研修が大部分ストレート研修方

式をとっており，プライマリ・ケア研修をとって

いるのはごくわずかである．

　平成2年6月の国立大学協会，医学教育に関す

る特別委員会からの「大学病院における卒後臨床

研修」中間報告1）においても，大学病院での卒後臨

床研修について改善すべき点として，ローテート

方式の導入，医学の社会的側面に関する教育，医

療ニーズへの対応，幅広い研修の環境整備などを

指摘している．

　この報告の中に学会認定医（専門医）との関係

について重大な記述がなされているので参考まで

に全文を掲載しておきたい．

　専門化と広い基礎教育との調和と題して，「現実

の問題として，一方では専門分化とその中でのレ

ベルの向上が必要であるし，他方では，その高さ

を支える基盤を広くすることが必要であることは

いうまでもない．医学の基礎から臨床まで広く学

ぶ学部教育は別として，卒後急激にその学習領域

を狭めて細分化された専門分野に所属する仕組み

で成長した医師は，多くの診療スタッフを擁する

大学病院や，それに準ずる大病院では医療チーム

の一員として，高度の能力を発揮できるとしても，

その他の医療の場では医師として十分な機能を果

たし得ない恐れがある．この問題の解決のために

はまず学部教育での臨床実習の強化が必要である

が，学会認定（専門）までを目指す研修医も，卒

直後臨床研修において広い基盤を構築するため関
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連診療科へのローテーションなどを含めた研修を

実現することが必要で，その両者の調和の上に始

めてより優れた卒後臨床研修が可能となろう．」

と．

　現実とは裏腹に，このような報告書をみる限り

において，大学病院における卒直後臨床研修での

基本的臨床能力を身につける研修の必要性につい

て強調されてはいる．

　しかし，多くの大学病院では前述のように，ス

トレート研修が大部分で，しかも，学会認定医（専

門医）資格の取得を目指すことが，臨床研修の中

から目標とされている．

　このことからは，臨床研修での基本的臨床能力

が十分に身につかないままに，専門研修に移行し

てしまっているという批判は免れない．つまり，

学会認定医（専門医）の受験資格を得るためにの

み専念する研修となっていて，真のよき臨床医を

作るような研修とはなっていないということであ

る．

　あくまで卒直後の臨床研修は，医師への道の第

1歩であること，どのような診療科の専門医にな

ろうとも，すべての医師にとって最低必要である

ということを再認識すべきであろう．

　このことについては，日本学術会議，地域医学

研究連絡委員会から平成6年2月25日に出され

た地域医学研究連絡委員会報告一医師卒後臨床研

修の改善について一2）の中でも述べられている．

　本報告書では，「医学部を卒業し，将来診療に携

わろうとする場合，医師免許を受けた後，2年間

の研修を行うものとする．基礎医学系に進んだ者

も将来診療に携わろうとする場合，その時点でこ

の研修を受けられるようにすべきである．また，

臨床系の大学院に進学する医師もその前にこの研

修を終了することが望ましい．」としている．

　また，厚生省の医療関係者審議会臨床部会では，

平成2年11月20日の「臨床研修改善専門委員会

最終報告」3）をうけた形で，この提言を具体的に実

施に移すべき方策について専門委員会を設けて検

討を加えた結果として，「臨床研修機能小委員会

中間まとめ」4）という形で具申した意見書の中に

おいても，「若い医師の間に，医師として幅広い基

本的素養を身につけることなく，研修の早い時期

から専門性に走る傾向のあることを否定できな

い」とした上で，「臨床研修は，医師としての第一

歩を踏み出し，その後の医師としての方向性を決

める上で重要な時期である」と臨床研修制度の位

置づけを明確にしている．

　そして，さらに今後，臨床研修終了の評価はそ

の後の医師の研修制度，例えば認定（専門）医資

格取得のための前提となる制度を確立するために

も必要となるとして，学会認定医制度との移行に

ついて，内科・外科等基幹科目については臨床研

修終了を資格取得のための必要条件として組み入

れるべく調整が必要であると具申しているのであ

る．

2．学会認定（専門）医制の現状

　わが国で認定（専門）医制を巡る問題がクロー

ズアップされてきたのは昭和61年からである．こ

とに，この年に厚生省が「診療科名等の表示に関

する検討委員会」報告書を出して以来，にわかに

認定（専門）医問題が活発に論議されるようにな

った．

　この報告書の中で取扱われた診療科名を3つの

群に分け，第1群は基本的な科目，第2群と第3

群を専門的な科目として，その標榜には認定医を

前提とするというものであった．

　この報告書はある意味では功罪半するものとな

り，学会認定（専門）医制の設立に拍車をかけた

一方で，認定（専門）医制の発足を急ぐがあまり，

安易な研修方法が認定方式となったきらいがあ

り，極端な場合には，学会費を支払ってある一定

期間学会員であれば自動的に認定されるといった

学会認定（専門）医制さえ誕生した．

　このような経緯への批判が高まる中で，従来か

ら設立されていた学会認定医制協議会（昭和55年

設立）と日本医師会，日本医学会が昭和61年8月

に三者懇談会を開催して，学会認定（専門）医の

表示の問題，生涯教育の問題，臨床研修の問題な

ど種々の問題点について話し合うための第1回目

の会合が持たれるに至った．

　このような過去の経緯については医学教育白書

1990年版に詳細に報告されているので今回は重

複をさけ，最新の情報についてのみ述べておくに

とどめたい．

　学会認定医制協議会がスタートした昭和55年


